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１．振り込め詐欺防止「それうそかも？」運動を実施しています！ 

 現在、市内で振り込め詐欺の被害が多発しています。年々巧妙・悪質にな

ってきている振り込め詐欺を未然に防ぎましょう！ 

現在、県警では振り込め詐欺防止「それうそかも？」運動実施中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不審に思ったらすぐに警察に相談してください。 

 警察署の相談窓口 ♯９１１０ 

 なりすまし詐欺被害防止広報サイト（福島県警） 

 http://www.police.pref.fukushima.jp/seianki/homepage/sagi_boushi/index.html 

 

 

【問合せ先】 市民安全課  ９２４－２１５１ 
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２．認知症サポーター養成講座を開催します！ 

  高齢化社会がかつてない勢いで進展しているわが国において、現在、「認

知症」という病気はきわめて身近な問題のひとつとなっています。 

 「認知症サポーター養成講座」は、「認知症」についての知識と対応につ

いて広く皆様に知っていただくための出張講座です。 

 

 

 

 

  

認知症サポーター養成講座 

～認知症を正しく理解し、地域で支えよう～ 

○認知症サポーター養成講座を受講していただくと 

 ・認知症を正しく理解できる 

 ・認知症に対する不安や偏見が取り除かれる 

 ・認知症の方との接し方がわかる 

 ・受講者の印である「オレンジリング」がもらえる 

対象：郡山市民の方 ※申込みが必要です。 

場所：星総合病院（メグレズホール） 

日時：平成２７年５月１６日（土） 

   １５時～１６時３０分 

講師： 

 星総合病院認知症疾患医療センター 

 総看護師長 佐藤 美重 氏 他１名 

 受講者には、認知症サ

ポーターの目印である

「オレンジリング」をお

渡しします。 

【問合せ先】 地域包括ケア推進課 ９２４－３５６１ 
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３．認可地縁団体が所有する不動産登記の特例制度について 

平成27年４月から、認可地縁団体が所有する不動産について、登記関係者

の所在不明により所有権の移転登記ができないような場合に、当該不動産を

10年以上占有している等の一定の要件を満たすことで、認可地縁団体名義の

登記申請を行うことができる特例制度が創設されました。 

なお、この制度を利用するには、地縁団体として認可を受けている(一定の

手続きを経て法人格を得る)必要があります。 

 詳しくは、市民・ＮＰＯ活動推進課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

４．集会所整備費補助金要綱の一部改正について 

 平成 27 年４月から、集会所の新築、増築及び改築工事において、建物内

の照明やサッシを整備する場合は、ＬＥＤ照明、断熱サッシ等の環境にやさ

しい設備の導入が必要になります。 

 また、補助金の申請時には、「申請書」や「図面」、「工事見積書」のほか、

「現況写真」、「集会所整備の議決をした総会等の会議録」、「施工業者を決定

した総会等の会議録」が必要になります。 

 詳しくは、市民・ＮＰＯ活動推進課までお問い合わせください。 

 

 

 

【問合せ先】 市民・ＮＰＯ活動推進課 ９２４－３４７１ 

【問合せ先】 市民・ＮＰＯ活動推進課 ９２４－３４７１ 
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５．市貸与ファックス機の更新について 

 現在、市で貸し出しているファックス機については、平成 22 年度に設置

してから耐用年数の５年間を経過したため、４月上旬から順次新しい機種へ

の更新を進めております。 

 つきましては、市で委託した業者から、直接、日程調整等の連絡を行い、

設置等に伺いますので、よろしくご対応お願いします。 

 

 委託業者：株式会社鈴
すず

弥
や

洋 行
ようこう

 ℡922-5479 

 導入機種：ブラザー レーザーファックス FAX-2840 

 

 なお、トナーや紙などの消耗品類が切れた場合には、市民・ＮＰＯ活動推

進課までご連絡ください。 

【問合せ先】 市民・ＮＰＯ活動推進課 ９２４－３４７１ 


